越前町体育施設利用方法

本規定は、町内体育施設の利用に係るものですが、各施設および管理者が定めている利用方法・ルールも同様に厳守することとします。

【利用者の遵守事項】
1. 団体の代表者、施設利用責任者および指導者は、本規定を熟読し、利用者全員に周知してください。
2. 体育施設内、学校敷地内は禁煙です。
3. 鍵の貸出・返却および施設利用方法は、スポーツ振興課および各施設受付窓口（コミュニティセンターや施設指定管理者等）の指示に従ってください。
4. 合鍵の作製や第三者に貸し出すことはしないでください。
5. 使用許可に係るもの以外の場所または備品を使用しないでください。
6. 利用時間は守ってください。なお、準備・片付け・清掃等にかかる時間は、利用時間に含みます。
7. 施設において、他者の利用を妨げる行為はしないでください。
8. 教育委員会（スポーツ振興課）または施設指定管理者の許可なく、次にあげる行為をしないでください。
ア　仮説工作物の設置またはその他設備等の設置
　※団体・個人の用具等を施設に常時置いておくことはできません
ので、利用後は撤収してください。
イ　施設における広告物等の掲示または配布（ポスター・チラシ等）
ウ　物品の展示または販売
9. 環境への配慮のため、「節電」「節水」「アイドリングストップ」にご協力ください。
10. 利用者は、けがや賠償責任を負うおそれのある事故に対応できるように、できるだけ傷害保険・賠償責任保険に加入してください。
11. AED（自動体外式除細動器）については、常に使用する可能性を考え、日頃から「どこに置いてあるか」「使用方法」を確認してください。
12. 利用中、事故やけが等が生じた際は、利用者で応急措置等の対応をし、必要に応じてスポーツ振興課まで報告をしてください。
13. 利用を中止または利用時間の変更をする場合には、事前にスポーツ振興課または各施設受付窓口に連絡してください。
裏面に続く
【利用後の原状回復義務】
1. 利用後は、施設の清掃や器具等の整理整頓を行ってください。
2. グラウンド利用後は、グラウンドレーキ等で整地してください。
3. 体育館・武道場の利用後は、床をモップ掛け・掃き掃除等をしてください。
4. 使用した用具等は所定の位置に戻し、使用中に汚れた場合は清掃を行ってください。
5. ごみは施設に設置されたごみ箱に入れず、各自待ち帰ってください。
6. 使用した室場（アリーナ・トイレ・通路等）の照明を消灯し、目視で確認してください。
7. ドア・窓等の施錠確認をしてください。
8. 水道が出しっぱなしになっていないか確認してください。
9. トイレを使用した場合は適宜清掃してください。
10. 施設の建物、設備または備品を汚損、毀損、または滅失しないように留意してください。
11. 施設を傷めたり、汚したりした場合は、速やかにスポーツ振興課、施設受付窓口、並びに開放施設学校に連絡してください。
利用日が夜間や休日等の場合は、窓口の管理人に報告し、翌平日の朝に、スポーツ振興課へ速やかに報告してください。
12. 施設の毀損、汚損等の原因が利用者にある場合は、責任をもって修理・修復していただきます。

【利用の制限について】
1. [bookmark: _GoBack]各施設の利用方法、条例及び規則等を遵守しない場合、もしくは学校長の指示に従わない場合は、利用の取消し・停止をする場合があります。
2. 施設の保守・管理または利用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない事情が生じたときは、施設の開放を停止します。

≪問い合わせ先≫
　〒916-0147　越前町内郡13-19-3　越前町生涯学習センター内
　越前町教育委員会事務局　スポーツ振興課
　TEL：0778-34-8730
　FAX：0778-34-2720

